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[『 薬 剤 師 外 来 』開 設 の お 知 ら せ ]  
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薬薬薬薬薬薬連連連携携携だだだよよよりりり    
 

 

2024年 7月 1日より、『薬剤師外来』を開設します。 

外来がん化学療法施行患者に対する医師の診察前に薬剤師が面談を行います。 

 

2024 年度診療報酬改定にて、外来がん患者に対し安心安全な化学療法の実施を推進する観点から、医

師の診察前に薬剤師が服薬状況や副作用の発現状況等の情報収集ならびに評価を行い、医師に情報提供

や処方提案を行った場合の評価項目「がん薬物療法体制充実加算（月 1 回・100 点）」が新設されました。 

（別紙 1 参照）。 

 これまで外来がん化学療法センター来訪時にがん指導を行ってきましたが診察後の介入でした。 

さらなる安心・安全な医療（薬物治療）の提供、患者の満足度向上、医師の負担軽減、診療報酬算定を

目指すため、新たに『薬剤師外来』を開設します。 

 

『薬剤師外来』対象となる患者は化学療法センターで治療を行う患者で、下記に記載した薬剤を含むレ

ジメンで開始し、今後は拡大していく予定です。 

 

 ＜対象薬剤＞外来がん化学療法センターで治療する患者のうち皮膚障害の可能性がある薬剤。 

      （内服薬）カペシタビン、エルロチニブ 

      （注射薬）セツキシマブ、パニツムマブ、ドキソルビシン塩酸塩リポソーム、 

           エンホルツマブベドチン 

        

 

     

 

引き続き、がん化学療法を行う患者の経過観察等行っていただき、保険薬局の薬剤師の先生方からの

トレーシングレポートを『薬剤師外来』で活用しながら他職種や保険薬局の薬剤師の先生方と連携をと

り、患者の安心・安全な治療につなげていきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。 
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（別紙１） 

 

 

 

 

 


